
 

                                                  令和 8 年 6 月１５日 

 

 関東地方整備局で経営事項審査を受審されている大臣許可業者の皆様へ 

 

令和 8 年 7 月 1 日以降の改正に伴う経営事項審査の申請受付及び再審査 

の取扱いについて 

           

 令和８年 2 月 6 日に、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第２７条の

２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値

の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」が公布されるとともに、「経営事項

審査の事務取扱いについての改正について（通知）」が発出され、改正後の経審が令和８年７月

１日に施行されます。 

 つきましては、改正後経審の取扱いを以下のとおりとしますのでお知らせいたします。 

 

 ◎主な改正内容（その他社会性（W）の改正） 

（１）「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」の新設 

   審査基準日が宣言日以降であり、「宣言書」と「誓約書」が提出されている場合に加点 

   ※（１）にあわせて「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施

状況」の加点配分の見直し    

審査項目 改正前 改正後 

CCUS措置実施状況 全ての建設工事 １５点 10点 

全ての公共工事 １０点 ５点 

自主宣言制度の宣言の有無 — ５点（新設） 

（２）加点対象となる建設機械の拡大 

  「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」を追加 

（３）社会保険加入に関する審査項目を削除 

  「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の加入有無に関する減点項目を削除 

 

１．申請期間等について    

（１）紙申請の場合  

   令和８年７月１日（水）以降に申請したものから 

（２）電子申請（JCIP）の場合 

   令和８年７月１日（水）以降に申請データを送信したものから 

 

２．再審査の取扱いについて    

今回の経営事項審査の審査項目及び基準の改正により、建設業法施行規則（昭和２４年建設省

令第１４号）第２０条第２項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果

の通知を受けた建設業者については、許可行政庁に対し、以下のとおり再審査を申し立てること



 

ができます。 

① 再審査申請の対象  

令和８年７月 1 日より前の直前の審査基準日に係る「経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書」を受領した者で、再審査の申請日時点で当該結果通知書が有効期限内（審査基準日

から１年７ヶ月以内）であることが必要です。有効期限を過ぎている場合は、再審査の申し立

てはできません。 

② 再審査申請の受付期間  

 再審査の申立期間は、令和８年７月 1 日（水）から令和 8 年 10 月２８日（水）（120 日

間）です。 

  ③ 再審査手数料  

    無料 

 ④ 再審査申請の対象項目  

  審査基準が改正され施行された「その他社会性（Ｗ）」のうち、下記の項目について

のみ再審査を行います。下記の項目以外の項目については、修正等を行うことはできま

せん。なお、社会保険加入に関する審査項目（旧・項番 41～43）は削除となります。 

  ⅰ建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 

   項番 51 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 

    項番 52 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 

    ※項番 51 は加点配分のみ見直し（内容変更は不可） 

  ⅱ建設機械の保有状況 

   項番 62 建設機械の所有及びリース台数 

     ※今回追加できる建設機械は、「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」 

 ⑤ 再審査申請の申請書類等  

ⅰ 経営規模等評価再審査申立書【建設業法施行規則様式第２５号の１４】 

別紙一 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高 

別紙三 その他の審査項目（社会性等） 

別紙二 技術職員名簿 

分析機関による経営状況分析結果通知書（写） 

 ※再審査を希望する（変更）箇所は、赤文字で記載してください。 

 ※別紙１「再審査申請書記載の留意事項」も必ず参照してください。 

ⅱ 現在有効な経審結果通知書（写）（再審査の対象となるもの） 

ⅲ 上記ⅱを得るために申請した際の申請書の写し一式（上記ⅰで提出する一式） 

ⅳ 行政書士が代理申請する場合は、その旨が記載された委任状 

ⅴ 確認資料 

再審査を希望する項目に係る確認書類のみ提出してください。 

   （イ）建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況に係る確認資料 

   ・項番 51 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施

状況 

    □項番 51 は加点配分のみの見直しのため確認資料は不要 



 

     ・項番 52 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 

□審査基準日時点で有効な「宣言書」 

（自主宣言制度 HP における各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」を

ダウンロードしたもの） 

□様式 7 号「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」 

 ※別紙２「様式 7 号 誓約書」（記入例）も必ず参照してください。 

   （ロ）建設機械の保有状況 

    ・項番 62 建設機械の所有及びリース台数 

     □建設機械の保有状況一覧表（関東地整ＨＰに記載の参考様式を使用すること） 

      再審査の対象となる建設機械は、今回新たに評価対象となる建設機械「不整

地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」に限る。今回再審査の対象とする

建設機械の確認のため「新規掲載」欄に「〇」を付すこと 

     □売買契約書またはリース契約書 

     □特定自主検査記録表（不整地運搬車の場合） 

     □自動車検査証（アスファルト・フィニッシャの場合） 

     □カタログ 

      ※詳細は、経営事項審査の手引き（別添資料）Ｐ７４～をご確認ください。 

 ⑥ その他留意事項  

再審査を受審するか否かは、申請者の判断となり、受審しない場合は既存の「経営規模等評

価結果通知書・総合評定値通知書」が有効期限までは有効となります。 

 

 

以 上  

  



 

別 紙 １  

再審査申請書記載の留意事項 

 

１．申請書記載方法 

  申請書は通常の経営事項審査申請書と同様に全ての項目を記載して下さい。 

 なお、通常の申請書と異なる点は以下のとおりです。 

 

（１）申請書１枚目 

 ① 表題部 

 「経営規模等評価再審査申請書」の文言を残して、その他の文言を二重線で消して下さい。

受付の際、申請の区分がわかりませんので必ず行って下さい。 

 （記載例） 

  

 

 

 

② 項番０５ 申請等の区分  申請書の区分は、 ４  を記入ください。 

 （記載例） 

 

 

 

 ③ 項番０８から項番１４  

   前回申請（再審査の対象となる申請）時から変更がある場合には、現在の内容で記載し

てください。なお、変更があった場合は、当該変更に係る変更届の写しを添付してくださ

い。 

 

（２）申請書２枚目 

 ① 再審査を求める事項等 

 （記載例） 

  経営規模等評価の再審査の申請を行う者については、次に記載すること。 
 
 
 

 

審査結果の通知番号 審査結果の通知の年月日 
 
 
 

 第○○○○○号 令和○○年○○月○○日 

再審査を求める事項 再審査を求める理由 

令和8年７月１日施行の改正に係る事項 制度改正のため 

  

○「審査結果の通知番号」には、旧結果通知書の「行政庁記入欄」に記載された番号を記載

して下さい。 

 
経営規模等評価申請書 

 
経営規模等評価再審査申請書 

 
総合評定値請求書 

                項番 

申請等の区分    0   5     ４     



 

○「審査結果の通知の年月日」には、旧結果通知書の通知年月日を記載して下さい。 

○「再審査を求める事項」には「令和８年７月１日施行の改正に係る事項」と記載し、「再

審査を求める理由」欄に「制度改正のため」と記載して下さい。 



様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定
）（

解

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立

書
総 合 評 定 値 請 求 書

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

関東地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿

項番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年 月 日 令和 年 月 日

3 5 10 11 15

－

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 号 令和 年 月 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和 日
知事 知事 特

3 5

年

月審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ 4

年

5

処 理 の 区 分 ０ ６

法人又は個人の別 ０ ７

3

3 4

,,
（ ）

3 5 10 15

,
20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２

3 5 10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

郵 便 番 号 １ ４ － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 消 清

3 5 10 15 20 25 30

絶

許可を受けている
建 設 業

１ ５

3 5 10 15 20 25 30

経営規模等評価等
対 象 建 設 業

１ ６

5 10

（千円）

14 15 20 25

記入例



審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

令和８年７月１日施行の改正に係る事項 制度改正のため

連絡先

所属等

ファックス番号

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 １ ７
, , ,

（千円） ( ) 基準決算 (千円)

’ ’ ’

直 前 の

審査基準日
(千円)

’ ’ ’

3 5 10

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
, , ,

（千円）
利益額（利払前税引前償却前利益）
= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営業利益 (千円)営業利益 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
減価償却
実 施 額

(千円)
減価償却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’

技 術 職 員 数 １ ９

’

（人）

3 5

3 5

,

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

第●●●●号 令和 ● 年 ● 月 ● 日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

氏名 電話番号


